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(54)【発明の名称】 発光装置及び該発光装置を用いた表示装置

(57)【要約】
【課題】  好みの色純度と輝度調整が可能な発光装置及
びそれを用いた表示装置を提供すること。
【解決手段】  発光装置１は、発光色が異なる複数種類
の光源を備える第１の光源部２と、白色光源を備える第
２の光源部４と、これら第１の光源部２と第２の光源部
４の発光強度をそれぞれ独立に制御する発光制御ユニッ
ト７とを備える。この結果、発光装置１を用いた液晶表
示装置は少なくとも２つの異なる動作態様で動作するこ
とができ、選択された動作態様に応じて発光強度が制御
される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  発光色が異なる複数種類の光源を有する
第１の光源部と白色光を発する第２の光源部とを備え、
前記第１の光源部と前記第２の光源部との発光強度をそ
れぞれ独立に制御する手段を備えたことを特徴とする発
光装置。
【請求項２】  発光色が赤色である発光ダイオードを備
えた第１の光源部と白色光を発する第２の光源部とを備
え、前記第１の光源部と前記第２の光源部との発光強度
をそれぞれ独立に制御する手段を備えたことを特徴とす
る発光装置。
【請求項３】  請求項１記載の発光装置であって、前記
第１の光源部が、赤、緑及び青の３色の発光ダイオード
を備えることを特徴とする発光装置。
【請求項４】  請求項１ないし３のいずれか１記載の発
光装置を用いた表示装置であって、少なくとも２つの動
作態様を持ち、前記動作態様の切り替えに応じて前記第
１の光源部と前記第２の光源部のうち少なくとも一方の
発光強度を制御することを特徴とする表示装置。
【請求項５】  請求項４記載の表示装置であって、前記
少なくとも２つの動作態様が省エネモード、高色純度モ
ード及び高輝度モードであり、これらのモードのいずれ
かを選択するための手段を備えることを特徴とする表示
装置。
【請求項６】  請求項５記載の表示装置であって、前記
省エネモードにおいては主として前記第２の光源部を動
作させることを特徴とする表示装置。
【請求項７】  請求項５記載の表示装置であって、前記
高色純度モードにおいては主として前記第１の光源部を
動作させることを特徴とする表示装置。
【請求項８】  請求項５記載の表示装置であって、前記
高輝度モードにおいては前記第１の光源部と前記第２の
光源部とを同時に動作させることを特徴とする表示装
置。
【請求項９】  請求項１記載の発光装置であって、前記
第２の光源部が、冷陰極管を備えることを特徴とする発
光装置。
【請求項１０】  請求項１記載の発光装置であって、前
記第２の光源部が、発光ダイオードを備えることを特徴
とする発光装置。
【請求項１１】  請求項２記載の発光装置であって、前
記第２の光源部が、冷陰極管を備えることを特徴とする
発光装置。
【請求項１２】  請求項２記載の発光装置であって、前
記第２の光源部が、発光ダイオードを備えることを特徴
とする発光装置。
【発明の詳細な説明】
【発明の属する技術分野】本発明は、発光装置及び該発
光装置を用いた表示装置に関する。
【従来の技術】従来、透過型液晶表示装置や反射型液晶
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表示装置は、ディスプレイ表示のために、バックライト
又はフロントライトとして、白色の冷陰極管や白色ＬＥ
Ｄ（発光ダイオード）を搭載している。図９は従来の液
晶表示装置に用いられる発光装置の構成の一例を概略的
に示している。図９において、白色ＬＥＤを配列した光
源１１に対向して、光源１１からの光を導く導光板１２
が配置され、導光板１２の他側に光センサ１３を設けて
導光板１２を通過する光の強度を検出し、その検出結果
を光源１１にフィードバックして光源１１の輝度を調整
する。
【０００１】これら白色の冷陰極管やＬＥＤは、どちら
も発光効率が良く且つ消費電力が低く、特に冷陰極管は
安価であるので汎用性がある。また、冷陰極管は大型の
ため小型化が困難であるのに対し、白色ＬＥＤは小型化
が可能である。しかしながら、どちらも発光スペクトル
がブロードなため、色純度が低いばかりでなく、ユーザ
ーによる白色の色度の調節ができない。
【０００２】一方、白色の冷陰極管や白色ＬＥＤではな
く、発光色が異なる数種類の光源を用いて白色光を得る
ようにした光源が公知である。例えば、特許文献１に
は、発光色がそれぞれ青、緑及び赤の３種類のＬＥＤを
平面状に配置して白色の面発光体を構成した光源が開示
され、また、特許文献２には、発光色の異なる数種類の
光源を時分割により切替えて白色の光源として用いるも
のが開示されている。これら青、緑及び赤のＬＥＤの発
光スペクトルはスペキュラー（急峻）なため、色純度を
高くすることができ、また、それぞれのＬＥＤの光量を
増減することにより、白色の色度を調節することが可能
になる。
【０００３】さらに、上記の各種の光源を適宜組み合わ
せて用いたものが知られている。例えば、発光色が異な
る数種類の光源、具体的には青、緑及び赤のＬＥＤと白
色の冷陰極管の両方を用いて白色を調節することができ
るようにした光源がある。
【０００４】しかしながら、発光色がそれぞれ青、緑及
び赤である３種類のＬＥＤを組み合わせて白色の光源に
用いた場合、色純度は高くなるが、発光効率が悪く消費
電力が大きくなってしまう。逆に、前述のように、冷陰
極管や白色ＬＥＤは発光効率は良いが色純度は低い。こ
のように、色純度と発光効率はトレードオフの関係にあ
る。
【０００５】また、白色ＬＥＤを光源にした液晶表示装
置は、前述のように色純度が良くなく、輝度も低いう
え、周囲からの入射光によって白色の色度が変化してし
まうという問題がある。例えば、この液晶表示装置を屋
内で使用した後に屋外に持ち出すと、輝度が低くなって
表示画像が認識されにくくなるため、見やすくするよう
輝度調整をしなければならない。これを回避するための
一つの手段として、表示画面をモニタしておいて、その
結果を用いて電流値を変えることにより光源の輝度を変
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える方法が取られているが、現状ではその調整の幅は小
さく、見やすい液晶表示装置であるとは言い難い。
【０００６】また、特許文献３には、前記の、発光色が
青、緑及び赤のＬＥＤと白色の冷陰極管とを組み合わせ
た光源を用いた液晶表示装置が開示されている。この特
許文献３の液晶表示装置は、青、緑及び赤のＬＥＤは冷
陰極管の白色を調節するために設けられたものであるた
め、ＬＥＤを用いているからと言って表示の色純度が向
上するものではない。
【０００７】
【特許文献１】実開昭６３－４３１７７号公報
【特許文献２】特開平１－１２６６２２号公報
【特許文献３】特開２０００－１３５１１８号公報
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】本発明は上記問題点に
鑑みて提案されたものであり、本発明の目的は、ユーザ
ーが自由に好みの色純度に調整することができ且つ高輝
度から低輝度まで輝度調整することが出来る発光装置、
及び該発光装置を用いた表示装置を提供することにあ
る。
【０００９】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに、第１の技術手段は、発光色が異なる複数種類の光
源を有する第１の光源部と白色光を発する第２の光源部
とを備え、前記第１の光源部と前記第２の光源部との発
光強度をそれぞれ独立に制御する手段を備えたことを特
徴とする発光装置、を提供する。この発光強度の制御
は、自動的に行っても、ユーザーの好みに応じてマニュ
アルで行ってもよい。
【００１０】第２の技術手段は、発光色が赤色である発
光ダイオードを備えた第１の光源部と白色光を発する第
２の光源部とを備え、前記第１の光源部と前記第２の光
源部との発光強度をそれぞれ独立に制御する手段を備え
たことを特徴としたものである。
【００１１】第３の技術手段は、第１の技術手段におい
て、前記第１の光源部が、赤、緑及び青の３色の発光ダ
イオードを備えることを特徴としたものである。
【００１２】また、上記の目的を達成するため、第４の
技術手段は、請求項１ないし３のいずれか１の発光装置
を用いた表示装置であって、少なくとも２つの動作態様
を持ち、前記動作態様の切り替えに応じて前記第１の光
源部と前記第２の光源部のうち少なくとも一方の発光強
度を制御することを特徴としたものである。
【００１３】第５の技術手段は、第４の技術手段におい
て、前記少なくとも２つの動作態様が省エネモード、高
色純度モード及び高輝度モードであり、これらのモード
のいずれかを選択するための手段を備えることを特徴と
したものである。
【００１４】第６の技術手段は、第５の技術手段におい
て、前記省エネモードにおいては主として前記第２の光
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源部を動作させることを特徴としたものである。
【００１５】第７の技術手段は、第５の技術手段におい
て、前記高色純度モードにおいては主として前記第１の
光源部を動作させることを特徴としたものである。
【００１６】第８の技術手段は、第５の技術手段におい
て、前記高輝度モードにおいては前記第１の光源部と前
記第２の光源部とを同時に動作させることを特徴とした
ものである。
【００１７】第９の技術手段は、第１の技術手段におい
て、前記第２の光源部が、冷陰極管を備えることを特徴
としたものである。
【００１８】第１０の技術手段は、第１の技術手段にお
いて、前記第２の光源部が、発光ダイオードを備えるこ
とを特徴としたものである。
【００１９】第１１の技術手段は、第２の技術手段にお
いて、前記第２の光源部が、冷陰極管を備えることを特
徴としたものである。
【００２０】第１２の技術手段は、第２の技術手段にお
いて、前記第２の光源部が、発光ダイオードを備えるこ
とを特徴としたものである。この発明の他の特徴及び利
点は、添付の図面を参照する以下の説明から明らかにな
るであろう。
【００２１】
【発明の実施の形態】以下、本発明に係る発光装置及び
表示装置の一つの実施の形態について図１～図６及び表
１～表２を用いて説明する。図１は、本発明に係る発光
装置の一つの実施の形態の構成を概略的に示す図であ
る。図１において、発光装置１は、発光色が異なる少な
くとも３種類の発光ダイオード（以下ＬＥＤと記す）が
適宜配置された第１の光源ユニット２を備えている。第
１の光源ユニット２の前に色混合部材３が配置され、第
１の光源ユニット２から発せられる少なくとも３種類の
光は、色混合部材３によって、色むら無く白色として認
識させるよう混合される。
【００２２】第１の光源ユニット２と平行に、例えば冷
陰極線管を備えた白色光光源である第２の光源ユニット
４が設けられ、色混合部材３による混合の結果の白色光
及び第２の光源ユニット４からの白色光は導光板５によ
って誘導され、液晶表示パネルのような被照射体全体を
照射する。導光板５の適宜の個所には、導光板５を伝わ
ってきた白色光の強度をモニタする光センサ６が設けら
れる。光センサ６は、モニタ結果を第１の光源ユニット
２の各ＬＥＤにフィードバックし、色混合部材３から所
定の白色光が発せられるよう第１の光源ユニット２内の
各ＬＥＤの発光強度を調整する。
【００２３】更に、発光装置１は、第１の光源ユニット
２の点灯、消灯と第２の光源ユニット４の点灯、消灯を
独立に制御するとともに、第１の光源ユニット２を点灯
させるときには第１の光源ユニット２内の各ＬＥＤの発
光強度を制御するための発光制御ユニット７を備えてい
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る。発光制御ユニット７によるこれらの光源ユニットの
発光制御は、マニュアルによって又は自動的に行うこと
ができる。
【００２４】本実施の形態においては、光の３原色であ
る赤、緑及び青を発光する３種類のＬＥＤを備えた第１
の光源ユニット２からの光は、色混合部材３を通過する
ことによってミキシングされて白色光になった後、導光
板５を通り、光センサ６で受光される。
【００２５】なお、図１においては、理解を容易にする
ために各構成要素を個々に分離して示しているが、実際
には、これらの構成要素を密着させることが望ましい。
また、各構成要素の大小関係も実際とは異なる。色混合
部材２は必ずしも必要ではなく、第１の光源ユニット１
と第２の光源ユニット４の配置を工夫することによって
省略することができる。例えば、光源ユニット同士の間
隔を狭めたり、光源ユニットと導光板５の発光面との距
離を離したりすることにより、色混合部材３は省略可能
である。
【００２６】図２は、図１に示す発光装置１をバックラ
イトとして用いた液晶表示装置８の概略構成を示す図
で、導光板５の前面に液晶パネル９が配置される。液晶
表示装置８は例えば１５Ｖ型（幅３０.５３：高さ２２.
９０：対角３８.１６ｃｍ）の液晶テレビに用いること
ができ、液晶パネル９はそれに適する仕様になってい
る。
【００２７】以下、図３～図８、表１ないし表３を用い
て、図２に示す液晶表示装置８の種々の動作態様を説明
する。なお、以降において言及される輝度や色純度など
は、発光装置１をバックライトとして用いたときの１５
Ｖ型液晶テレビの表示部における測定値である。
【００２８】動作態様１・・高色純度モード
図２の液晶表示装置８を高い色純度で動作させるには、
発光制御ユニット７により、白色光光源である第２の光
源ユニット４を消灯させ、発光色の異なる少なくとも３
種類のＬＥＤが配置されている第１の光源ユニット２の
みを点灯させる。このとき、第１の光源ユニット２内の
各ＬＥＤからの光を適切な強度比に調整し、第１の光源
ユニット２から発せられる赤、緑及び青の３種類の光が
色混合部材３によって色むら無く白色として認識される
ようにする。色混合部材３による混合により得られた白
色光は、導光板５により液晶パネル９全体に誘導される
とともに、光センサ６で受光される。
【００２９】いま、液晶パネル９の輝度が３００ｃｄ／
ｍ2になるように第１の光源ユニット２の各ＬＥＤの発
光輝度を調整したとき、液晶表示装置８の消費電力は３
７Ｗであった。このときの色座標はそれぞれ図３に四角
で示す位置にあり、これらを点線で結んでできる三角形
は、実線で示された単波長の光の色度図の近くに位置す

6
る、一辺が長い大きな三角形である。色純度は、表１
（後掲）の下段に示すように、赤ではｕ’＝０.５１７
５、ｖ’＝０.５１３０、緑ではｕ’＝０.０９５８、
ｖ’＝０.５７４２、青ではｕ’＝０.１６７２、ｖ’＝
０.２０８８となり、高色純度であることが分かる。
【００３０】動作態様２・・省エネモード
図２の液晶表示装置８を省エネモードで動作させるに
は、発光制御ユニット７により第２の光源ユニット４を
点灯させ、第１の光源ユニット２を消灯させる。こうす
ると、第２の光源ユニット４から発光された白色光は導
光板５を伝わって光センサ６で受光されるとともに液晶
パネル９全体に誘導される。そこで、上で説明した動作
態様１の場合と同じ輝度３００ｃｄ／ｍ2になるように
第２の光源ユニット４の発光強度を調整したとき、液晶
表示装置８の消費電力は１０Ｗであった。また、このと
きの色座標は図４に三角で示す位置にあり、これらを実
線で結んだ三角形は、単波長の光の色度図から離れて位
置する、一辺が短い小さな三角形である。このときの色
純度は、表１の上段に示すように、赤ではｕ’＝０.４
３２２、ｖ’＝０.５１５２、緑ではｕ’＝０.１１９
３、ｖ’＝０.５５０６、青ではｕ’＝０.１７７０、
ｖ’＝０.１６５９となり、色純度は低い。
【００３１】動作態様３・・高輝度モード
図２に示す液晶表示装置８を高い輝度で動作させるに
は、発光制御ユニット７により第１の光源ユニット２と
第２の光源ユニット４とを同時に点灯させる。このと
き、第１の光源ユニット２から発せられる赤、緑及び青
の３種類の光が色混合部材２によって色むら無く白色と
して認識されるよう、第１の光源ユニット２内の各ＬＥ
Ｄからの光は適切な強度比に調整される。色混合部材３
で混合された白色光及び第２の光源ユニット４からの白
色光は導光板５を伝って光センサ６で受光されるととも
に液晶パネル９全体に誘導される。そこで、第１の光源
ユニット２からの白色光と第２の光源ユニット４からの
白色光との発光強度を、液晶パネル９での輝度が1対1の
割合になるように、それぞれ３００ｃｄ／ｍ2に調整し
たところ、液晶パネル９の輝度は約６００ｃｄ／ｍ2に
なり、消費電力は４７Ｗになった。このときの色座標は
図５に丸で示す位置にあり、これらを一点鎖線で結ぶ
と、単波長の光の色度図に近くに位置する、一辺が長い
大きな三角形ができる。色純度は、表１の中段に示すよ
うに、赤ではｕ’＝０.４８０３、ｖ’＝０.５１６４、
緑ではｕ’＝０.１０９３、ｖ’＝０.５６３２、青では
ｕ’＝０.１７０１、ｖ’＝０.１８５５となり、第２の
光源ユニット４のみを点灯させたときに比べて色純度は
高い。
【００３２】
【表１】
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【００３３】以上、３つの動作態様について説明したと
ころをまとめると、色座標は図６に示すようになり、動
作態様１～３における動作モードでの輝度、色純度評価

8

及び消費電力は表２のようになる。
【００３４】
【表２】

【００３５】表２から分かるように、３００ｃｄ／ｍ2

の輝度を得るのに、第２の光源ユニット４のみを点灯さ
せ、第１の光源ユニット２を消灯させた場合（動作態様
２）の消費電力は１０Ｗであるのに対して、第１の光源
ユニット２のみを動作させる場合（動作態様１）の消費
電力は３７Ｗである。この意味で、動作態様２は「省エ
ネモード」と呼ぶことができる。
【００３６】また、同じ３００ｃｄ／ｍ2の輝度が得ら
れる動作態様１と動作態様２の色座標を図６において比
較すると、動作態様１の方が動作態様２よりも一辺の長
い大きな三角形ができ、しかも単波長の色度図に一層近
く位置するので、ｕ’及びｖ’の値からも色純度が良
く、動作態様１は「高色純度モード」と呼ぶことができ
る。一方、動作態様３の場合は、色純度が動作態様１と
動作態様２との間にあるが、輝度は動作態様１及び動作
態様２の２倍の値であり、「高輝度モード」と呼ぶこと
ができる。
【００３７】したがって、ユーザーは、図２に示す液晶
表示装置８の第１の光源ユニット２及び第２の光源ユニ
ット４の点灯及び消灯を発光制御ユニット７によって制
御して使用目的に応じた動作態様を選択し、その選択に
応じて光源の発光強度の制御を行って好みの色や輝度を
調整することができる。
【００３８】例えば、ワープロのように白黒表示でも構
わない場合や、移動中のように電源が使用できない場合
などは、色純度は低くてもよいので、液晶表示装置８は
「省エネモード」で動作させればよい。周囲が暗い場合

などにも、表示画面の輝度が高いことによる目の疲労を
軽減するため、輝度が低めの「省エネモード」にした方
が目に優しいといえる。また、液晶表示装置８を屋内か
ら屋外へ持ち出して使用する場合、周囲が明るくなって
表示が認識しにくくなるため、「高輝度モード」に切り
替える方がよい。さらに、周囲光の色に合わせて、第１
の光源ユニット２の複数種類のＬＥＤの発光強度比を任
意に変化させることにより、より見易くすることができ
る。さらに、高画質なカラー画面を見たい場合には、輝
度を変えることなく色純度を上げる「高色純度モード」
に切り替えればよい。
【００３９】以上、本発明に係る発光装置の一つの実施
の形態を詳述したが、本発明はこうした実施の形態に限
定されるものではない。以下、本実施の形態に対する変
形例を説明する。
【００４０】（１）第２の光源ユニット４の白色光源と
して冷陰極管を用いたが、これに代えて、最近開発が目
覚しい白色ＬＥＤを用いても、同様の効果を得ることが
できる。白色ＬＥＤを用いる場合、第１の光源ユニット
２における３種類のＬＥＤの中に白色ＬＥＤを適宜配置
することにより、２つの光源ユニットを一体化すること
ができ、色混合部材３を省略することができる。
【００４１】（２）第２の光源ユニット４の白色光源と
して冷陰極管を用いたが、これに代えて、最近開発され
ている紫外線ＬＥＤを用いても、同様の効果を得ること
ができる。白色ＬＥＤを用いる場合と同様に、第１の光
源ユニット２における３種類のＬＥＤの中に白色ＬＥＤ
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を適宜配置することにより、２つの光源ユニットを一体
化することができ、色混合部材３を省略することができ
る。
【００４２】（３）発光制御ユニット７によって第１の
光源ユニット２及び第２の光源ユニット４を点灯又は消
灯させる代わりに、これらの光源ユニットから発される
光の量を増減するのでもよい。つまり、点灯する代わり
に発光量を増し、消灯する代わりに発光量を減らすので
もよい。
【００４３】（４）「動作態様３」の「高輝度モード」
においては、第２の光源ユニット４からの白色光と、第
１の光源ユニット２の赤、緑及び青のＬＥＤからの光を
混合した白色光との発光強度を、輝度が１対１の割合に
なるように調整したが、これに限られるわけではなく、
他の割合であってもよい。例えば、１対９のように、第
１の光源ユニット２の赤、緑及び青のＬＥＤからの発光
強度を多めにすると、１対１の割合である場合に比べて
消費電力は多くなるが、色純度は良くなる。逆に、９対
１のように、第２の光源ユニット４からの白色光の発光
強度を大きくすると、少ない消費電力でほどほどの色純
度を得ることができる。
【００４４】（５）これまで説明した実施の形態におい
ては、光源として、赤、緑及び青のＬＥＤを備えた第１
の光源ユニット２と白色光の光源である第２の光源ユニ
ット４とを組み合わせて用いたが、第２の光源ユニット
４と赤色の単色光の光源ユニットとを組み合わせること
によっても、「高輝度モード」を達成することが可能で
ある。ここではＬＥＤを使用した。
【００４５】図２に示す液晶表示装置８を高い輝度で動*
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*作させるには、発光制御ユニット７により第１の光源ユ
ニット２と第２の光源ユニット４とを同時に点灯させ
る。このとき、第１の光源ユニット２には赤色のＬＥＤ
のみを設置するため、色混合部材３は省略される。第１
の光源ユニット２から発生された赤色光及び第２の光源
ユニット４からの白色光は導光板５を伝って光センサ６
で受光されるとともに液晶パネル９全体に誘導される。
そこで、第１の光源ユニット２からの赤色光と第２の光
源ユニット４からの白色光との発光強度を、液晶パネル
９での輝度が０.５対１の割合になるように、それぞれ
１５０ｃｄ／ｍ2、３００ｃｄ／ｍ2に調整したところ、
液晶パネル９の輝度は約４５０ｃｄ／ｍ2になり、消費
電力は２２Ｗになった。動作態様１の、白色光光源であ
る第２の光源ユニット４を消灯させ、発光色の異なる少
なくとも３種類のＬＥＤが配置されている第１の光源ユ
ニット２のみを点灯させるときに比べ、消費電力は低
い。また、動作態様２の、第１の光源ユニット２を消灯
させ、第２の光源ユニット４のみを点灯させるときに比
べ、高輝度である。このときの色座標は図７に丸で示す
位置にあり、これらを破線で結ぶと、単波長の光の色度
図に近くに位置する、一辺が長い大きな三角形ができ
る。色純度は、表３の下段に示すように、赤ではｕ’＝
０.４８００、ｖ’＝０.５１６１、緑ではｕ’＝０.１
１９７、ｖ’＝０.５６４１、青ではｕ’＝０.１８５
１、ｖ’＝０.１７０９となり、第２の光源ユニット４
のみを点灯させたときに比べて色純度は高い。これをま
とめると、色座標は図８に示すようになる。
【００４６】
【表３】

【００４７】このとき、白色光の光源である第２の光源
ユニット４は（１）及び（２）で記載するように冷陰極
管以外に、ＬＥＤ及び紫外線ＬＥＤでも良い。冷陰極管
の場合、冷陰極管は光の利用効率を上げるために幾つか
の輝線を持つが、色の再現性はあまり良くなく、特に赤
色の色再現が悪くなる。そのため、赤色の単色光として
赤色発光ダイオードを組み合わせることによって、色純
度が向上し、「高輝度モード」と同時に「高色純度モー
ド」をも達成することが可能になる。
【００４８】またＬＥＤの場合、ＬＥＤは青色の励起光
とそれによって励起された黄色の光の混色による白色光
であり、この黄色はブロードなスペクトルであるため、
赤の色再現範囲が狭い。そのため、同様に赤色の単色光

として赤色の単色ＬＥＤを組み合わせることによって、
色純度が向上し、「高輝度モード」と同時に「高色純度
モード」をも達成することが可能になる。
【００４９】また最近開発されている紫外線ＬＥＤの場
合、紫外線ＬＥＤは蛍光体または高分子材料により白色
光に変換するが、その効率はまだ良くない。そのため、
長波長である赤色に関して、単色光のＬＥＤを使用する
ことにより、輝度・色純度共に向上し、「高輝度モー
ド」と同時に「高色純度モード」をも達成することが可
能になる。
【００５０】（６）また前述のように、冷陰極管もＬＥ
Ｄも赤色の色再現が悪い為、赤色を含まないように青寄
りの白色、すなわち青緑色がかった白色を出すように
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し、赤色を補う為に単色光として赤色の単色ＬＥＤを組
み合わせることによって、色純度が向上し、「高輝度モ
ード」と同時に「高色純度モード」を達成することが可
能になる。
【００５１】（７）これまで説明した実施の形態におい
ては、光源として、赤、緑及び青のＬＥＤを備えた第１
の光源ユニット２と白色光の光源である第２の光源ユニ
ット４とを組み合わせて用いたが、第２の光源ユニット
４と青色の単色光または緑色の単色光の光源ユニットと
を組み合わせることによっても、赤色の単色光と同様に
「高輝度モード」「高色純度モード」を達成することが
可能である。
【００５２】（８）第１の光源ユニット２に用いられる
複数種類の光源として、赤、緑及び青の代わりに、他の
発光色を持つ光源を使用することができる。さらに、第
１の光源ユニット２における緑のＬＥＤの代わりに、２
種類の光のＬＥＤからの光を混合して緑色光を得、こう
して４種類のＬＥＤを用いると、さらに色純度の高い発
光装置１を得ることができる。
【００５３】（９）図１及び図２の実施の形態において
は、光をパネル全体に誘導するため、第１の光源ユニッ
ト２と第２の光源ユニット４とに共通の導光板５を設け
たが、各光源ユニット毎に導光板を設けるようにしても
よい。
【００５４】（１０）図２の実施の形態においては、発
光装置１を液晶パネル９の後方に配置してバックライト
として使用したが、液晶パネル９が反射型の場合には、
発光装置１を液晶パネル９の前方に配置してフロントラ
イトとして使用しても、同様の効果が得られる。
【００５５】（１１）第１の光源ユニット２の各ＬＥＤ
の発光強度の制御は、導光板５を伝わってきた光の強度
を光センサ６にてモニタし、そのモニタ結果に基づいて
自動的に行うことができるが、ユーザーがマニュアルで
好みに応じて発光強度の制御を行うようにしてもよい。
【００５６】
【発明の効果】以上、本発明の一つの実施の形態につい*
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*て説明したところから明らかなように、本発明は、発光
色が異なる複数種類の光源を備えた第１の光源部と、白
色光源を備える第２の光源部とを備え、第１の光源部と
第２の光源部との発光強度をそれぞれ独立に制御するこ
とにより、表示装置において少なくとも２つの異なる動
作モードを持ち、該動作モードの切り替えに応じて発光
装置の発光強度の制御を行うことができるので、ユーザ
ーが自由に好みの色純度に調整することが可能になり、
また、高輝度から低輝度まで輝度調整をすることが可能
となる。ユーザーが自由に好みの色純度に調整し、輝度
も高輝度から低輝度まで調整することが出来るようにし
た発光装置とそれを用いた表示装置を提供する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る発光装置の一つの実施の形態の概
略構成を示す図である。
【図２】図１の発光装置をバックライトとして用いた液
晶表示装置の概略構成を示す図である。
【図３】図２に示す液晶表示装置の一つの動作態様の色
座標を示す図である。
【図４】図２に示す液晶表示装置の他の動作態様の色座
標を示す図である。
【図５】図２に示す液晶表示装置の更に別の動作態様の
色座標を示す図である。
【図６】図３～図５に示す色座標をまとめて示す図であ
る。
【図７】図２に示す液晶表示装置の更に別の動作態様の
色座標を示す図である。
【図８】図４と図７に示す色座標をまとめて示す図であ
る。
【図９】従来の発光装置の概略構成を示す図である。
【符号の説明】
１…発光装置、２…第１の光源ユニット、３…色混合部
材、４…第２の光源ニット、５…導光版、６…光セン
サ、７…発光制御ユニット、８…液晶表示装置、９…液
晶パネル。

【図１】 【図２】
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摘要(译)

解决的问题：提供一种能够调节期望的色纯度和亮度的发光装置以及使
用该发光装置的显示装置。 发光器件（1）包括：第一光源部分（2），
其包括具有不同发射颜色的多种类型的光源；第二光源部分（4），其包
括白光源；第一光源部分（2）和第二光源部分（2）。 发光控制单元
（7），用于独立地控制光源单元（4）的发光强度。 结果，使用发光装
置1的液晶显示装置能够以至少两种不同的操作模式进行操作，并且根据
所选择的操作模式来控制发光强度。
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